
資料：内閣府「高齢者の地域におけるライフスタイルに関する調査」（平成21年）
（注）調査対象は、全国60歳以上の男女
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みにあおり、親切にして信用させるなどの手口
で高齢者が被害を受けることが多いが、身近に
相談できる人や不要なものを購入したことに気
づく人がいれば、こうした被害の未然防止や被
害拡大の防止が可能であるので、そうした人が
いない孤立状態がトラブルの原因となっている
といえる。

４ 「孤立」から「つながり」、そして
「支え合い」へと向かう取組

（１）元気な高齢者を孤立した高齢者の「支え
手」に

こうした社会的孤立状態の改善に向けた取組
を進めていくうえで、第一のポイントは、現実
の高齢者に目を向ければ潜在的な「支え手」は
多く、それをどのようにして顕在化させるかで
ある。
平成２１年に“団塊の世代”の６６５万人（平成

２０年１０月１日現在で５９～６１歳の者）が全員６０歳
を超えた。仕事を引退し、生活の中心を職場か
ら地域に移す者が急増し、今まで仕事を通じて
得てきた充実感や達成感を、今後は地域活動か
ら得ようとするケースも増えてこよう。孤立し

た高齢者への支援は、元気な高齢者の「出番」
であり、地域社会における新たな自己実現の舞
台となりうると考えられる。
６０歳以上の男女を対象とした内閣府の調査に
よれば、「困っている世帯に手助けしたい」と
考える者は８割に上る一方で、実際に「手助け
をしている」者は３割にとどまっており（図１－
３－１４）、「手助けしたい」という高齢者の気持
ちと実際の行動のギャップは大きい。
「手助けしたい」という気持ちを実際の活動

へとつなぐためには、高齢者全般への啓発も必
要であるが、地域の支え合い活動の事例を見る
と、活動のまとめ役になるリーダーの存在が、
地域に潜在している「支え手」を活動へと引き
出す役割を果たしている場合が多い。そうした
リーダーになる人材を発掘し、養成していくこ
とが、支え手の裾野を広げていくためにも重要
であると考えられる。このような観点から、行
政や民間による人材育成の取組が行われている
ところであり、その成果が期待される。
→（コラム「高齢社会の支え手をいかにして増
やすか」参照）
こうした取組は、ボランティアなどで社会参

図１－３－１４ 困っている世帯への手助け
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加することが、本人の心身の健康保持にも役立
ち、介護予防になることも期待できるなど、高
齢者の社会的孤立状態の改善だけにとどまら
ず、「支え手」の側にも様々な好ましい波及効
果を及ぼしうるものと考えられる。
また、地域社会における「支え合い」を下支

えする試みとして、地域通貨のような工夫も広
まっている。日常的なちょっとした手伝いを
行った場合に謝礼として地域通貨を受け取り、
その地域通貨を支援が必要となった場合や地元
の商店街等で利用するといった仕組みである。
こういった取組を通じて、元気な高齢者が手助
けを必要とする高齢者を支え、支えを必要とす
るときには他の高齢者に支えてもらう「支え合
い」の関係が根付くことが期待される。
→（コラム「『共助』の活性化を目指す地域通
貨の取組」参照）

（２）人との「つながり」を持てる機会づくりを
第二のポイントは、高齢者が人との「つなが

り」を持てる機会づくりである。
つながりを持てる場の一つに「働く場」があ

る。我が国の高齢者は就業意欲が高く、「働け
るうちはいつまでも働きたい」という者も多い
（図１－２－４－２）ことから、高齢者の就業
の場を確保することは仕事を通じた社会との
「つながり」をつくり、「孤立」を防ぐことに
役立つ。
一方、就業の有無に関わらず、地域において

「人」とのつながりを持つことは重要であり、
まず、高齢者が何らかの形で地域や近隣の人と
の接点をもつことによりふれあいが生まれ、さ
らには周囲が高齢者のニーズを把握することが
でき、「支え合い」を行う端緒となる。
社会的孤立状態を改善するためには、様々な

態様に対応した施策を講じることが重要であ

る。孤立状態にあっても日々の生活には困って
いないが緊急の場合に不安を感じるという人、
まさに孤立そのものが問題であり日々の「居場
所」を求めている人、生命に関わる深刻な問題
に直面している人など様々であり、「支え手」
に求められるものをメニュー化することは容易
ではない。支え合いの内容は、地域の中で「つ
ながり」を持ち、当事者の意見を聞きながら
探っていくことが重要である。
例えば、近年、家の中に引きこもっている高

齢者に対して、まずは地域との「つながり」を
回復するために、高齢者をはじめとした地域の
誰でもが気軽に立ち寄って、お茶を飲んだり食
事をしながらおしゃべりのできる「居場所」
（“サロン”“居場所”“コミュニティ・カフェ”
“茶の間”等と呼ばれている）をつくる動きが
全国で拡がりつつある。こうした取組は、「居
場所」を確保することそのものが孤独感にさい
なまれている高齢者にとって意味を持つだけで
なく、そこを訪れた高齢者から、何に困ってい
るのか、何を必要としているのかを聞き出すこ
とができ、その後の対応につなげることができ
るという意味でも高い意義を持っている。
→コラム「誰でも気軽に立ち寄れる『居場所』
が増えている」（事例：特定非営利活動法人
ふらっとステーション・ドリーム等）

→コラム「見守りや安否確認の取組」（事例：
東京都日野市）

（３）民と官の「協働」によるネットワークづ
くりを

第三のポイントは、住民・ボランティア・
NPOなどの民間と地方自治体や専門家が良好
な「協働」関係を築くことである。前項の「つ
ながり」づくりの取組等を通じて把握した高齢
者のニーズに対して、多種多様な「得意分野」



を持ったボランティア、NPOなどと行政の「協
働」のネットワークを通じて、支えられる人の
視点に立った柔軟かつ多様な対応を用意するこ
とができる。
把握したニーズの中には、経済的困窮者や社

会生活上の困難を抱えた人（刑務所出所者、
ホームレス等）への対応のように、住民レベル
のみでの対応が難しく、行政や専門家が対応す
る必要があるケースもあるものと考えられる。
官民の適切な役割分担について、一律の線引

きは困難であるが、ボランティアやNPOには
当然それぞれの問題意識や理念、活動経緯など
に由来する「得意分野」があり、それらをうま
く組み合わせつつ、どの分野は行政が自ら対応
し、どの分野はNPOなどの創意に期待する
か、地域住民にとっての「最適解」を見出すた
めの地域における官民の意思疎通のネットワー
クが重要となる。

以上、社会的孤立に陥りやすい高齢者の特徴
とその背景、社会的孤立から生ずる問題につい
て概観し、あわせて社会的孤立を解消するため
の取組の方向性について考察してきた。
我が国の高齢化率は、今後、さらに上昇し、

２０５５年には６５歳以上が総人口の５人に２人、７５
歳以上が４人に１人という社会が到来し、その
中で高齢者のひとり暮らしも増加するものと見
込まれている。
本節で考察した高齢者の社会的孤立の状況を

踏まえると、高齢者の孤立を防ぎ、社会との交
流のある人間らしい生活を高齢期においても維
持していくためには、地域社会における支え合
いが不可欠であり、各主体が連携をとりつつ早
急に取り組むことが求められているといえよ
う。
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高齢社会の支え手をいかにして増やすか
～「現場主義」「複眼的思考」「フォローアップ」を重視した

地域活動のリーダー育成の取組（公益財団法人さわやか福祉財団の取組）～

高齢者が尊厳をもって住みなれた街で暮らし続けるには、高齢者の暮らしを支える地域の力が必要
である。地域の中には、助けを必要とする高齢者が存在するのと同時に、高齢者の手助けをしたいと
いう気持ちを持った高齢者 ―潜在的な地域力― も存在する。しかし、助けたいという気持ちがあっ
ても、個人で持続的に活動することは簡単ではない。志を同じくする人たちが集まり励ましあいなが
ら取り組むのが活動継続の鍵といえる。しかし、仲間を集めて活動を立ち上げるリーダーの人材不足
はどこの地域でも悩みの種となっている。
そこで、ここでは、地域の市民グループの立上げを支援する「さわやかインストラクター」を育成

する取組を紹介する。

「２泊３日の研修の前と後で、候補者の雰囲気がすっかり変わるんですよ。」公益財団法人さわや
か福祉財団でインストラクターの育成・支援事業を担当する木原勇さんは言う。
２泊３日の研修とは、財団が主催する「さわやかインストラクター養成研修」。そこには、これま

でに地域でふれあいボランティア団体やNPOを立ち上げた経験者たちが、その経験を生かして新し
い団体の立ち上げを支援していきたいと、自ら手をあげて研修に参加する。研修の当初は、皆、自ら
の「成功体験」や自分の団体のやり方へのこだわりがあり、空気が張りつめているという。

「さわやかインストラクター」の役割は、地域で高齢者を支える活動を始めたいと思う人に対して、
団体・グループの立ち上げや活動を支援することである。その際に重要なのは、インストラクター本
人のミッション意識（使命感）にとらわれることなく、何かをやりたい人の背中を後押しする立場に
徹することにある。高齢者を支えるという目的は共通でも、そのやり方は多様である。インストラク
ターが率いる団体ののれん分けではなく、相手が必要とするノウハウを適切に提供することが求めら
れる。

研修では、さわやかインストラクター候補生のこれまでの経験に揺さぶりをかけて「自分のやり方」
に固執しない柔軟な方法論を身につけ、複眼的な視点をもつリーダーを育てることを目標としてい
る。その目標をめざして、研修の方法は、試行錯誤を重ねながら毎年「進化」しているという。
研修はブロック単位で開催され、企画は先輩インストラクターたちが担当する。例えば、自分の両

親の介護が終わったあと、その経験を生かし、地域の仲間とともに高齢者支援のNPOを立ち上げて
軌道にのせた女性が、次にはインストラクターとなって地域の他の団体の活動を支援し、さらには養
成研修の指導役として次のインストラクターを育てる。研修を通じて第一線の経験が後輩に手渡さ
れ、支え合いの輪が拡がっていく。

地域活動のリーダー育成には、行政、社会福祉協議会、NPO等様々な主体が取り組んでいる。そ
の中でさわやか福祉財団の育成事業（財団法人JKA等が経費を補助）には次の三つの特徴がある。

３



一つ目は「現場主義」。
研修では座学の他に、複数の現場、すなわちNPOやボラン

ティア団体の活動の場に参画することを重視する。高齢者の通院
に付き添ったり、配食の食事を作ったりと、候補者も活動に加わ
りながら、最先端で活動している団体のメンバーと接し、言葉を
交わしてもらう。職業訓練でいえば、いわば「OJT（オン・ザ・
ジョブ・トレーニング）」。これはまた、現場のメンバーの視点か
ら団体の活動を見るトレーニングにもなっている。
二つ目は「複眼的思考」。
現場中心の研修の締めくくりには、地方自治体との対話の機会が設けられる。行政から見た地域の

ニーズ、市民団体への期待、行政の担当者の話を聞くことで、市民団体の活動を客観視できるように
なるという。地域の課題を解決するためには行政と市民の「協働」が不可欠。地域活動のリーダーが
行政との「対話力」を身につけることは重要だ。
三つ目は「フォローアップ」。
養成研修から半年後にフォローアップ研修が開催される。養成

研修はブロック単位だが、フォローアップ研修は全国からインス
トラクター１００名以上が一堂に集まる。３日間かけて、新しい情
報を吸収し、現場での悩みを仲間と議論し、また地域に戻ってい
く。

２００９年現在、１７４名が財団からさわやかインストラクターの委
嘱を受けて活動中であるという。インストラクターに年齢要件はないが、自分の親の介護を終えた女
性や退職後の男性など６０代前後が中心を占める。高齢化の進展のスピードは速い。高齢者が地域で暮
らし続けていくためには、増え続ける高齢者の中から高齢者を支える側にまわる人を増やしていくこ
とが重要である。インストラクターへの期待は高い。

第
１
章

高
齢
化
の
状
況

第
３
節

高
齢
者
の
社
会
的
孤
立
と
地
域
社
会



「共助」の活性化を目指す地域通貨の取組

「地域通貨」をご存知だろうか。「通貨」といっても「円」や「ドル」のような国の制度ではない。
地域通貨の形態は多様で、一律に定義することは困難だが、わが国で実践されている典型的な地域通
貨は、①地域の自治会、商店街組合等や市民団体等が発行し、②利用地域が限定され、③当該地域の
中でサービスや財を交換するときに使われるのが特徴である。
形態だけではなくその目的も多様だが「地域経済の活性化」、「コミュニティの再構築や地域活動の

活性化」を掲げるものが多い。ここでは、高齢社会において期待される地域の支え合いの観点から、
後者を目的とした地域通貨に着目する。
地域通貨が日本で最初に使われたのは、１９６０年代初めの大阪の「ボランティア労力銀行」（現在は

特定非営利活動法人ボランティア労力ネットワーク）だったと言われている。１時間の労力を１点と
して、点数の貸し借りによって労力を交換するシステムである。対象は家事、車の運転、手芸、洋
裁、介護など多岐にわたる生活支援であり、自分が行った生活支援に要した時間を「銀行」に預けて
おき、将来それを使って自分のために支援をしてもらうという仕組みである。これは地域通貨の中で
も“時間預託型”といわれるタイプである。
地域通貨の中には、「預託型」とは逆に、通貨を貯めこむことを制限（例えば、一定期間経過によ

り貯まったポイントが無効になる仕組み）しているものもある。
どちらにも共通するのは、金銭（＝国の通貨）を媒介にした「市場」では活かされないような個人

の能力を、地域で手助けを必要としている人のために活かすことを目指しているという点である。
親密な近隣関係が営まれている地域では、地域通貨がなくとも近所どうしの助け合いが行なわれ

る。しかし、近隣関係の希薄化に伴って、誰がどのような助けを必要としているのか、誰が何を手伝
えるのかが見えなくなり、地域の互助機能は衰退しつつある。
地域通貨は正式な通貨にとってかわろうとするものではない。地域通貨は、「助けてほしい人」と

「助けられる人」を直接・間接に結びつける媒介である。日本全国に数百の地域通貨があると言われ
ているが、個々の地域通貨の成否そのものよりも、地域通貨を通じて地域コミュニティの再生に取り
組む人たちの層の厚さを、高齢社会を支える希望としてとらえたい。

（事例）
埼玉県秩父市にあるみやのかわ商店街の商店街振興組合では、埼玉県及び秩父市と連携しなが

ら、「ボランティアバンクおたすけ隊」という取組を平成１９年から行っている。これは、元気な高
齢者が援助の必要な高齢者の生活支援を行い、その謝礼を地域の商店で利用できる地域商品券とし
て受け取る仕組みである。この取組は援助の必要な高齢者等の日常生活の安心確保、元気な高齢者
の介護予防及び地域経済活性化に寄与する一石三鳥の仕組みとなっている。
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みやのかわ商店街振興組合の仕組み

商店街振興組合

おたすけ隊事務局

地域の高齢者等
ボランティア
スタッフ

（地域の住民）

①おたすけ
チケット販売
(800円）

②おたすけサービ
ス（家事援助・配
達など）依頼

③サービス
実施依頼

⑥チケットを商
品券（500円）
に交換

⑦商品券で
買い物

⑤チケット支払い

④おたすけサービス実施

手数料300円
は事務局へ

（取組のイメージ図）

この活動は、買い物に行くのが困難な高齢者を手助けするために平成１８年に始めた「買い物代行御
用聞き」と「出張商店街・楽楽屋」の利用者の声を踏まえて、全国的にも珍しい商店街主体の家事援
助サービスとして始まった。
現在（平成２２年２月末）では、延べサービス提供時間は１，２００時間を越え、支援を行うおたすけ隊
員は１１１名、地域商品券を取り扱っている商店は秩父市全体の４５３店舗に広がっている。
今後について、みやのかわ商店街振興組合の島田憲一理事長は、「おたすけ隊に取り組むことに
よって、この地域に住む方々のことを知ることができたし、商店街に来る人が増え、商店街の活性化
にもつながった。コミュニティが希薄と言われるが、商店街が中心となり、コミュニティの再構築を
図っていきたい。」と熱く語る。
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誰でも気軽に立ち寄れる「居場所」が増えている

「井戸端会議」という言葉があるように、かつて「井戸端」は、自然と人が集まって、世間話をし
たり悩みを聞いてもらったり、ときには相談を持ちかけたりする場所だった。井戸は生活の中から消
えて久しいが、「井戸端」のように誰でも気軽に立ち寄っておしゃべりできる場所を作る動きが各地
で広がりつつある。
現代版「井戸端」は、“サロン”“居場所”“コミュニティ・カフェ”“茶の間”等々いろいろな名前
で呼ばれている。気軽に立ち寄れる場所タイプや食事や喫茶をメインにしたカフェタイプなどの形態
があり、高齢者向け、子育て世代向け、多世代対象向けなど対象者もいろいろなら、開催頻度も毎日
オープンしているものから月に数回定期的に集うものまでと、実にさまざまである。
運営者は、住民グループや特定非営利活動法人、社会福祉協議会が多いが、お寺や社会福祉法人が

主体になっているところもある。形態や名称は多様でも、共通しているのは、人が気軽に立ち寄っ
て、おしゃべりしたり、お茶を飲んだりして時間を過ごせる場所づくりを目的としていることであ
る。
ここではタイプのちがう３つの取組を紹介する。

○ニュータウンの団地住民をつなぐ地域のカフェ「ふらっとステーション・ドリーム」
（住所：神奈川県横浜市戸塚区、運営団体：特定非営利活動法人ふらっとステーション・ドリーム）
横浜市戸塚区の南西端にある「ドリームハイツ」。１９７０年代初

頭、高度経済成長時に建設されたこの団地には、現在、約２，３００
世帯、約５，６００人が生活している。この団地の中に、毎日オープ
ンのカフェタイプの居場所「ふらっとステーション・ドリーム」
がある。
４００円のランチが人気でにぎわうお昼時、グループ客にまじっ
て、年配の“おひとりさま”のお客さんが、周囲のおしゃべりを
BGMにゆっくり食事をとる姿が見られる。
この地域は、建設当時から交通の便が悪く“陸の孤島”と呼ばれ、店舗、医療をはじめ保育園や幼

稚園も近隣になかった。この不便さが逆に住民の結束を強めた面があり、住民たちによる自主保育な
ど地域に根ざした様々な活動が始まった。今では子育てや障がい者福祉、高齢者福祉など１５の団体が
団地を基盤として活動している。
入居開始当初は子育て世帯が中心だったこの団地も、最近では

高齢化が進行。高齢者を支援する３つの団体（「ドリーム地域給
食の会」（高齢者向けの食事サービス）、「ふれあいドリーム」（介
護保険事業 障害福祉サービス事業等）、「いこいの家 夢みん」
（介護予防のデイサービス））が活動しているが、「どんな状況に
おかれても住み慣れたまちで暮らしていける地域にしたい」との
思いで、３つの団体が福祉連絡会を立ち上げ、これが居場所「ふ
らっとステーション・ドリーム」をつくるきっかけとなった。
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この「ふらっとステーション・ドリーム」は横浜市の協働事業「地域ぐるみ介護予防の仕組みづく
り」として提案・採用され、行政の支援を受けながら、閉店した薬局の空き店舗を利用して平成１７年
に開設した。平成２０年には、活動の幅を広げ、より自立・自律した組織を目指すため、任意団体から
特定非営利活動法人となった。
「ふらっとステーション・ドリーム」には、サロン、カレッジ、情報相談コーナーの３つの機能が

備わっている。サロンは、喫茶やランチの提供もする高齢者が地域とふれあう場、カレッジではイベ
ントの実施や地域ニーズに合わせた各種講座の開催、また、情報相談コーナーでは区役所に足を運ば
なくても知りたい情報、必要な情報が手に入る。さらに、運営資金を確保するために市民の作品を展
示販売したり、セレクトショップ（各地の商品の店頭販売）も行っている。平成２０年は延べ１４，１７６人
が利用した。運営には３０人ほどのボランティアが参加している。
今後の課題は、「独居高齢者や夫婦高齢世帯の見守りと地域の活動を次世代に引き継ぐこと」と、

このカフェをたちあげた一人島津禮子さんは語る。「高齢化」「一人暮らし化」の問題を見据え、「ふ
らっとステーション・ドリーム」の役割は何かを今後も問い続けていく。

○商店街の一角にあるみんなの広間「茶話（さわ）やか広間」
（住所：千葉県流山市、運営団体：特定非営利活動法人流山ユー・アイネット）
千葉県流山市、江戸川台駅前から続く商店街の交差点に「茶話やか広間」がある。平日は毎日、午

前１０時から午後４時まで、お茶・コーヒーを飲みながらの癒しの場として、高齢者、障害者、子育て
中のお母さんから子どもまでが自由に集まってくる。
都心に勤めるサラリーマンのベッドタウンとして栄えたこの地域も、現在は、高齢化が進み、高齢

者単身世帯も多い。危機感をもった米山孝平さん（特定非営利活動法人流山ユー・アイネット代表）
が、住民同士の交流を活性化したいという思いで居場所を始めた。
米山さんは、「家にひきごもりがちな高齢者は、認知症になりやすい。“茶話やか広間”では、利用

者が、人とのコミュニケーションを図り脳を活性化させることで現在の介護予防となっているだけで
なく、ご近所の方に声をかけて集まったボランティアスタッフも、ボランティアをする事で将来の介
護予防になっている。」と話す。
「茶話やか広間」では、将棋をする人もいれば、おしゃべりに

花を咲かせる人も、得意な書道を教える人もいる。みんなが主体
的に参加できるように、「催し物は極力少なくする。テレビは置
かない。自由におしゃべりできるスペースを確保する。」といっ
た工夫がこらされ、自由で活気のある雰囲気が生まれている。利
用者が得意分野を他の利用者に教えるなどの自然発生的にサーク
ルができることもある。
スタッフは地元の人が多く、無償ボランティア３０名がシフトを

組んで運営している。市の遊休施設を無償で利用しているため利用料は無料だが、「こころざし」（寄
付）を希望される利用者が多く、そのための箱を入口付近に置いている。
男性の利用者を増やす工夫もしている。定年退職するまで地域との接点が少なかった男性をター

ゲットに、１６時からの「酒（ささ）やか広間」を開始したそうだ。集まってお酒を飲みながらおしゃ
べりする場が、男性に好評である。
米山さんは、「今後もどんどん参加者を増やし、地域住民自らの手でコミュニティーを活性化して

いきたい」と語る。
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○地域住民と行政、福祉施設が連携して運営する「八城しあわせサロン」
（住所：山口県下関市、運営：八城地区活性化対策協議会）
四方を山に囲まれた下関市豊北町八城地区。人口約２２０名のこの地区は高齢化率が４５％を超え、過
疎化も進んでいる。平成１３年、自治会がこの地区を元気にするべく発足させた「八城地区活性化対策
協議会」が運営するのが、地域の居場所「八城しあわせサロン」である。
サロンが始まったきっかけは、協議会が実施した住民アンケートで「地区住民が楽しく集まれる場

所」の要望が強かったこと。これを受け、協議会が豊北町役場（当時）の支援を受けながら、平成１６
年にサロンをスタートさせた。場所は、JAの協力により元JA出張所を活動拠点として活用し、行
政からの助成で施設改修を行った。運営には、特別養護老人ホーム白滝荘が協力している。
サロンは、「利用者が元気で、全員で楽しい時間を創造する」「見聞を広め、趣味をいかした生きが

いを創造する」「活動できる８５歳をめざし、生涯現役の体力を養う」の３つを活動目標にしている。
現在の活動日は月２回（第１・３木曜日）。午前中は主に健康チェックや食事づくり、おしゃべり。

昼食後は、白滝荘職員の指導による健康づくり体操、次回の話し合い、といった内容で行われてい
る。
利用者の意見を重視したプログラムづくりがこのサロンの特徴であり、花見やイチゴ狩り、子ども

たちと竹を使った「そうめん流し」等も行っている。利用者からは「人と話す機会が増え、楽しみが
できた」と大変好評。協議会の弘中祥夫さんは「月２回、白滝荘の協力で健康チェックできることが
続く要因だと思う」という。
また、白滝荘の入所者がサロンで過ごす「逆デイサービス」も

取り入れている。普段は認知症の症状が見られる参加者も、ここ
には昔を知る人がいるという安心感からか、話し掛けられると、
うれしそうに若いころの話をするとのこと。
現在の利用者は支援が必要な高齢者１１名、元気な高齢者・ボラ

ンティアが８名、白滝荘からの逆デイサービス利用者が２名であ
る。財政は厳しいが、「利用者の負担は押さえたい」と、１回の
利用料は利用者３００円、協議会のメンバーやボランティアも２００円
支払っている。
運営に携わる小田久子さんは、今後の課題は「後継者の育成と利用者を増やすこと。若い世代が運

営に携わってほしいし、他の活動に参加している高齢者とのつながりを増やしたい」と話す。過疎化
したこの地区の元気をどのように取り戻すか、地域住民の挑戦は今後も続いていく。

以上、紹介した例は、全国に拡がりつつある「居場所」のほんの一部にすぎない。居場所には“こ
うでなければいけない”というルールはなく、地域のニーズや環境にあわせてやりたい人がやりたい
ように運営するのが眼目である。その中には個人が自宅の茶の間を開放しているようなタイプもあ
り、居場所の全体数を把握することはできないが、全国で数万以上あるとも言われている。
高齢者に対して、制度や契約を通じた様々な支援が行われているが、それだけで人間らしい生活が

実現できるわけではない。自発的な人と人との交流があってこそ、生涯を通じて生き生きと暮らすこ
とができる。
ひっそりした一人暮らしの家の中で時間を持て余したときに、ふらっと出向き、おしゃべりに加わ

らなくても、何をするわけでなくても、人の気配を感じられる場所がある安心感が、居場所とともに
拡がっていくことを期待したい。



見守りや安否確認の取組

高齢者が孤立死などの不安を抱かずに、住み慣れた地域で安心して過ごせるよう、各自治体では見
守りや安否確認に関する様々な取組が進められており、住民も参加した取組が広がりつつある。
また、独立行政法人都市再生機構（以下「都市機構」という。）においては、都市機構賃貸住宅に
居住する高齢者等を対象とした見守りサービスを団地自治会や関係法人等と連携するなどして実施し
ているほか、企業においても安否確認ができる生活用品の開発が行われている。（取組事例について
は表を参照）
ここでは一つの事例として東京都日野市の取組を紹介する。

○市民と行政の協働による「高齢者見守り支援ネットワーク」（東京都日野市）
東京都のほぼ中心に位置する日野市は、全国的な高齢化の急速な進展の例に違わず、高齢者の一人

暮らし世帯や高齢者夫婦世帯が増え続けている。そのような状況下、平成１６年、高齢者の生活実態や
見守り支援に関する意向等を把握するため、日野市は、民生委員が市内に住む高齢者宅を一軒ずつ訪
問する「ふれあい訪問調査」を実施した。
この調査は、民生委員が高齢者と直接顔を合わせることで、地域で「誰も知らない」高齢者を減ら

すとともに、高齢者の生活状態を適切に把握することができるなど、日野市の高齢福祉施策・地域福
祉づくりには必要不可欠なものと位置づけられた。
調査で把握した高齢者の実態を、「高齢者見守り支援ネットワーク検討委員会」等で検討し、支援

の対象となりそうな高齢者像を１２パターン、支援の内容を５パターンに整理した。
この５パターンの支援 ―「地域で見守り型」「安否確認・緊急対応型」（以上、基本機能型）、「ふ
れあい交流型」「社会との接点創出型」「お世話・お手伝い型」（以上、追加機能型）― を提供する事
業を、平成１７年度から「高齢者見守り支援ネットワーク事業」として開始した。
初年度は、市内の４地区を対象に、まずは基本機能である「地域で見守り型」「安否確認・緊急対
応型」の提供を開始。ボランティアからなる「ふれあい見守り推進員」が１９人の高齢者を対象に声か
けや見守りを実施した。この４地区での取組がおおむね良好な評価を得たこともあり、平成１８年度か
らは市内の各地区に展開することとなった。

見守り方法は基本的に次の２つである。
・月に１回程度を目安に推進員が玄関先で高齢者に声かけを実施
・週に１回程度の割合で、郵便受けに何日もたまった新聞がないか等、さりげない見守りを実施

推進員による見守りに加えて、市のごみゼロ推進課も戸建住宅に関しては可燃ごみの回収時に見守
りを行っている。日野市では自宅前に可燃ごみを出し、週２回、可燃ごみを回収する。連続３回ぐら
い可燃ごみを出していない世帯には、ごみ収集担当者が地域包括支援センターに連絡している。

「高齢者見守り支援ネットワーク」の取組を評価するため、平成２０年度に、ふれあい見守り推進員、
対象高齢者、民生委員に対してアンケートを実施。推進員の５割は、活動する中で「よかったこと」
「印象に残る出来事」を経験したと回答している。
さらに、「活動がなければ近くに住みながらも顔を合わせることもなかったかもしれないが、おか

げで存在を知りふれあうことができた」という意見も寄せられた。見守られる高齢者も９割が肯定的

６

第
１
章

高
齢
化
の
状
況

第
３
節

高
齢
者
の
社
会
的
孤
立
と
地
域
社
会



あんしん登録カード ・緊急時に速やかな連絡等の対応ができるよう、希望する高齢者等が緊急連絡
先、かかりつけ医師等の情報をあらかじめカードに記入して登録できるサー
ビス

・カードは都市機構と団地自治会が保管

あんしんコール ・上記あんしん登録をしている方で、かつ、希望する方に対し、週１回安否確
認の電話を入れるサービス

・連絡が取れない場合は、連携する団地自治会員が当該住戸へ赴き確認し、都
市機構へ報告

ごみ出しサービス ・自力でごみをだすことが困難な高齢者等に対し、代わりにごみ出しを行う
サービス

・連絡がとれない場合は、ごみ出しサービス実施者が都市機構に連絡、都市機
構は緊急連絡先へ連絡などの安否確認

分 類 事 例

ライフラインの活用 ・一日一回、家族等に高齢者のガス使用量をメールで連絡。

家電等の活用 ・電気ポットをインターネットにつなぎ、高齢者がポットを使用すると、家族
等に電子メールで連絡。

・室内に人の動きを感知するセンサーを取り付け、一定時間、反応がないと緊
急事態と判断し、警備員に通報。

新聞・回覧等の活用 ・新聞配達スタッフらが高齢者の異常に気付いた場合、登録先の親族や民生児
童委員に連絡。

・回覧板を活用した高齢者への声かけ。

配食、乳酸飲料等の活用 ・定期的な乳酸菌飲料等の宅配や配食サービスによる声掛け。

その他 ・往復はがきを活用した状況把握。
（地元の高校生や地域のサークルメンバーが高齢者に絵手紙（往復はがきを
活用）を送付し、高齢者が返信はがきを送付することで状況を確認。高齢者
は郵便ポストまで行かず、返信はがきを自宅の郵便受けに入れるか、郵便局
員に直接手渡すことで郵送可）

〈参考事例〉
○ 都市機構における取組

○ 企業等における取組

な回答をしている。また、「長く続けるために気をつけていることがあるか」という問に、１割の高
齢者は「ある」と回答。具体的には、「適切な距離を保つ」「感謝の気持ちをモノでやりとりしない」
「気遣いを忘れない」といったことを心がけているとの回答であった。

平成２１年度末時点では、２２８名のふれあい見守り推進員が、市や地域包括支援センターと連携しな
がら、登録した１８５名の高齢者に対して、見守り支援を行っている。２２年度からは、担当する高齢者
がいない推進員の力を活用し、特定の高齢者の見守り支援だけではなく、もっと広い視野にたった地
域全体の見守りを考えているという。
また、追加機能である３つの取組「社会との接点創出型」「ふれあい交流型」「お世話・お手伝い型」

については、平成２０年度に「ふれあいサロン」、「ちょこっとサービス」をスタート。
日野市では、今後も「高齢者見守り支援ネットワーク」の充実を図ることで、「安心していきいき
と暮らせるまち」づくりに積極的に取り組んでいく。

＊調査及び事業の実施にあたっては、個人情報保護の観点から、市の情報公開・個人情報保護運営審議
会において検討を行ったうえで、調査では調査内容について福祉関係者で情報を共有することに関す
る同意の署名を得る、見守り支援ネットワークへの参加希望を確認するなどの配慮をした。



日本人の‘無縁化’
～NHKスペシャル「無縁社会」の取材現場から見えてきたもの～

地縁、血縁という従来の「絆」が薄れゆく日本社会。「絆」のもつ呪縛から解かれ、自由なライフ
スタイルを確立した一方で、高齢者の「孤立」＝無縁化が広がり、深刻な問題を生み続けている。と
りわけ目立って増えているのが「独身を貫く人たち」だ。故郷を離れ、都会へ働きに出た後、結婚せ
ずに亡くなった男性。社会的な自立を求められ、仕事に邁進し、独身を貫いた女性。このように生涯
を独身で通す‘生涯未婚’が２０年後、男性の約３割、女性の２割強にまで急増すると推計されている。
無縁社会、すなわち高齢者の孤立化は、加速度的に拡がろうとしているのだ。
さらに、たとえ家族がいても「迷惑をかけたくない」という理由から、独りで生きていくことを選

ぶ高齢者が増えている。「介護」が必要になった時、‘無縁’で生きる難しさを知らされるという。
「離れて暮らす甥や姪に迷惑をかけたくないのです。」
取材でこう話してくれた７０代の男性がいた。がんで闘病していた妻を看取ってから、自分も心臓に
ペースメーカーを入れるほど体調が悪化。今は、「急に倒れた時に備えて、NPOに葬儀などの手続
きを生前契約している」と話す。しかし、NPOと契約しても、日々の暮らしの中の孤独感は少しも
拭われなかったという。

自治体に保管される身元のわからない遺骨

「話し相手もなく、寂しくて、声が出なくなったこともある。」
絶望的なまでの「孤独感」―――。
定年退職まで仕事中心の生活を送ってきた人ほど、仕事場を離

れたところに知人や友人を持たない例が多い。会社を辞めた途
端、社会との一切のつながりを失って無縁になってしまう。そし
て誰にも頼らず、救いも求めず、独りで亡くなっていく人が多
い。

家族に見守られることなく直葬される遺体

「私がここで死んでも、骨になっていても、誰にも気づいても
らえない。」
自宅の食卓でそう話してくれた７０代の女性は、ガンで闘病しな
がら必死に生きていた。取材の最後、別れ際にその女性がつぶや
いた言葉が忘れられない。
「独りで生きていると喜びもない。生きる意味が見いだせなく
なった。」

ひとりで生きる人が増えていく時代。「安心して生きられる、安心して死んでいける」社会を目指
すために、社会と個人とが有機的につながる仕組みづくりが急務であろう。

（NHK報道局社会番組ディレクター 板垣淑子）

＊NHKスペシャル「無縁社会～“無縁死”３万２千人の衝撃～」は、２０１０年１月３１日にNHK総合テ
レビで放映された。同番組は、日本が急速に“無縁社会”ともいえる絆を失った社会に変わりつつあ
る現実を提示し、大きな反響を呼んだ。
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